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(57)【要約】
【課題】ＬＥＤ発光体（発光ダイオード）を用いた点滅
型の発光装身具であって、点灯スイッチの装飾性を高め
て発光装身具を構成する所定のモチーフ内に組み込み、
発光装身具の意匠性をより高めることが可能な発光装身
具を提供することにある。
【解決手段】所定のモチーフを備えた装飾本体と、装飾
本体の適所に取り付けられた止金具とで構成され、装飾
本体の前面に所望の色の光を出すＬＥＤ発光体を取り付
け、ＬＥＤ発光体の電源用電池と、該電池とＬＥＤ発光
体との間に接続した点滅回路とを前記装飾本体に内蔵さ
せ、さらにＬＥＤ発光体の点灯スイッチを装飾本体の前
面に配置するとともに、前記点灯スイッチのスイッチボ
タンを宝石で飾ったことを特徴とするものである。
【選択図】 図２



(2) JP 3146849 U 2008.12.4

10

20

30

40

50

【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
所定のモチーフを備えた装飾本体と、装飾本体の適所に取り付けられた止金具とで構成さ
れ、装飾本体の前面に所望の色の光を出すＬＥＤ発光体を取り付け、ＬＥＤ発光体の電源
用電池と、該電池とＬＥＤ発光体との間に接続した点滅回路とを前記装飾本体に内蔵させ
、さらにＬＥＤ発光体の点灯スイッチを装飾本体の前面に配置するとともに、前記点灯ス
イッチのスイッチボタンを宝石で飾ったことを特徴とする発光装身具。
【請求項２】
前記所定のモチーフを備えた装飾本体が、人型ロボットのモチーフに形成され、該人型ロ
ボットのモチーフが、頭部および胴体部分、腕部分、脚部分とで構成され、少なくとも頭
部および胴体部分に配置された所定数のＬＥＤ発光体が、前記点滅回路の指示にしたがっ
て適宜のサイクルで順次点灯するようにしたことを特徴とする請求項１に記載の発光装身
具。
【請求項３】
前記点灯スイッチが、人型ロボットのモチーフにおける腕部分の先端に取り付けられてい
ることを特徴とする請求項１または２に記載の発光装身具。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本考案は、発光装身具に関するものであり、詳しくは、ＬＥＤ発光体（発光ダイオード）
を利用したブローチやネックレス、ブレスレット、ペンダント、イヤリング等の所定のモ
チーフを備えた発光装身具を提供しようとするものである。
【背景技術】
【０００２】
ＬＥＤ発光体（発光ダイオード）は、順方向に電流を流すことにより発光する半導体素子
であり、材料の違いによって赤、緑、オレンジ、青などの各色に発光する。このＬＥＤ発
光体（発光ダイオード）の用途としては、信号機、ディスプレイ、液晶のバックライト、
自動車のテールランプ等の表示機器や各種の照明としての用途の他、発光機能を有する玩
具や装身具としての用途も種々検討されている。
【０００３】
例えば、ＬＥＤ発光体（発光ダイオード）を使用した発光装身具に関する技術としては、
特開２００７－２０９５８５号公報（特許文献１参照）のように、電池容器を人目にさら
されにくくするための耳掛け式電池容器を用いた電飾アクセサリー、
特開２００１－３０７５２１号公報（特許文献２参照）のように、特に洋服のチャックや
ハンドバックの口金、財布のチャック等々に取り付けられる小型のペンダントやブローチ
であって、夜間等において発光させることで相手の注意を喚起したり、装飾的効果を発揮
させるイルミネーション装置、
特開２００１－２８６３１１号公報（特許文献３参照）のように、装置本体が少なくとも
２つの発光素子と、該発光素子の点滅制御を行なう制御部と、リセットスイッチとを有し
、上記制御部は所定の周波数のクロックで作動するとともに、上記制御部は点滅させる発
光素子の組合せを設定した点灯パターン及び、発光素子の点滅状態を設定した点滅モード
とに基づいて上記発光素子を駆動する駆動パルスを出力するようにした装身具装置、
実用新案登録第３１１６０６９号公報（特許文献４参照）のように、発光ダイオードが取
り付けられた光透過性の装飾品と、電池が収納された電池ホルダーとを一対の紐状体で繋
いでループ状に構成した発光装身具、
実用新案登録第３０９２８９４号公報（特許文献５参照）のように、 指に挿入されるリ
ング部を有した本体と、本体に設けられ通電されて発光する発光体としての発光ダイオー
ドと、本体に設けられる発光ダイオードの電源と、本体に設けられ電源から発光ダイオー
ドに対して通電、非通電を行なうスイッチ機構とを備えた指環型発光具、
実用新案登録第３０２２６１２号公報（特許文献６参照）のように、身体に固定する固定
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部材と、該固定部材に連設された装飾部材と、該装飾部材に着脱自在に装着される透明な
枠部材と、該枠部材内に設けられた発光ダイオードと電池、及び該枠部材が装飾部材に装
着されることにより該電池を発光ダイオードに接続して点滅させるスイッチ部材とを具備
した点滅式アクセサリ、
実用新案登録第３０１１７４１号公報（特許文献７参照）のように、ブローチ本体の前面
から見えるように、発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤを設け、これを押しボタンスイッチ
を押すことにより、発振回路のパルス信号をカウントさせ、そのカウント値をデコードす
るなどして、リズミカルに点滅させるブローチ等のアクセサリー、
実用新案登録第３００９３３３号公報（特許文献８参照）のように、アクセッサリー本体
に取り付けるＬＥＤとそのＬＥＤを点滅点灯駆動する電子回路および小型リチューム電池
、アクセッサリーを取り付ける金具からなるアクセッサリー、
等が提案されている。
【特許文献１】特開２００７－２０９５８５号公報
【特許文献２】特開２００１－３０７５２１号公報
【特許文献３】特開２００１－２８６３１１号公報
【特許文献４】実用新案登録第３１１６０６９号公報
【特許文献５】実用新案登録第３０９２８９４号公報
【特許文献６】実用新案登録第３０２２６１２号公報
【特許文献７】実用新案登録第３０１１７４１号公報
【特許文献８】実用新案登録第３００９３３３号公報
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】
しかしながら、上記いずれの発光装身具においても、点灯スイッチは適宜位置に取り付け
られているものの、装身具の装飾性に寄与する形態ではなんら用いられていないのが実情
であった。
【０００５】
本考案は、上記の実情に鑑みなされたものであり、その目的は、ＬＥＤ発光体（発光ダイ
オード）を用いた点滅型の発光装身具であって、点灯スイッチの装飾性を高めて発光装身
具を構成する所定のモチーフ内に組み込み、発光装身具の意匠性をより高めることが可能
な発光装身具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上記の課題を解決するため、本考案の発光装身具は、所定のモチーフを備えた装飾本体と
、装飾本体の適所に取り付けられた止金具とで構成され、装飾本体の前面に所望の色の光
を出すＬＥＤ発光体を取り付け、ＬＥＤ発光体の電源用電池と、該電池とＬＥＤ発光体と
の間に接続した点滅回路とを前記装飾本体に内蔵させ、さらにＬＥＤ発光体の点灯スイッ
チを装飾本体の前面に配置するとともに、前記点灯スイッチのスイッチボタンを宝石で飾
ったことを特徴とするものである。
【０００７】
本考案の発光装身具は、前記所定のモチーフを備えた装飾本体が、人型ロボットのモチー
フに形成されており、かつ人型ロボットのモチーフが、頭部および胴体部分、腕部分、脚
部分とで構成され、少なくとも頭部および胴体部分に配置された所定数のＬＥＤ発光体が
、前記点滅回路の指示にしたがって適宜のサイクルで順次点灯するようにしたことをも特
徴とするものである。
【０００８】
前記点灯スイッチが、人型ロボットのモチーフにおける腕部分の先端に取り付けられてい
ることをも特徴とするものである。
【考案の効果】
【０００９】
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本考案の発光装身具によれば、発光ダイオードが装飾品の内部に埋設され、電池ホルダー
からの給電用のケーブルが発光ダイオードのアノード及びカソードに直結されているため
、装飾品全体をより小型化でき、しかも、装飾品において十分な輝きを得ることが出来る
。
【考案を実施するための最良の形態】
【００１０】
本考案に係る発光装身具の実施の形態を図面に基いて詳細に説明する。
図１は本考案に係る発光装身具を人型ロボットのモチーフに適用した第１実施例を示す正
面図、図２（ａ）はその背面図、（ｂ）は点灯スイッチの斜視図、（ｃ）はＬＥＤ発光体
を配置した胴体部分の正面図、（ｄ）は電池ケースの斜視図、図３は本考案に係る発光装
身具を人型ロボットのモチーフに適用した第２実施例を示す正面図、図４（ａ）はその背
面図、（ｂ）は点灯スイッチの斜視図、（ｃ）はＬＥＤ発光体を配置した胴体部分の正面
図、（ｄ）は電池ケースの斜視図、図５は本考案に係る発光装身具を人型ロボットのモチ
ーフに適用した第３実施例を示す正面図、図６（ａ）はその背面図、（ｂ）は点灯スイッ
チの斜視図、（ｃ）はＬＥＤ発光体を配置した胴体部分の正面図、（ｄ）は電池ケースの
斜視図である。
【００１１】
本考案の発光装身具は、ＬＥＤ発光体（発光ダイオード）を利用した発光装身具であり、
ブローチやネックレス、ブレスレット、ペンダント、イヤリング等の装身具として構成さ
れる。
本考案の発光装身具の第１実施例を示す図１および図２において、発光装身具１１は所定
のモチーフを備えた装飾本体２１と、装飾本体２１の適所に取り付けられた止金具２２と
で構成されている。
この実施例において、止金具２２は装飾本体２１の背面に取り付けられた鉄砲と称する金
具であり、一方の端部に軸着したピン３１と、他方の端部に取り付けた２重の筒状の受金
具３２とを備え、受金具３２の開口部に設けた切込み３３から前記ピン３１の先端を受金
具３２内にはめ込んだ上、受金具３２の外筒３４を回して切込み３３をふさいでピン３１
を抜け止めするようにしたものである。
【００１２】
前記所定のモチーフを備えた装飾本体２１は人型ロボットのモチーフに形成されており、
かつ人型ロボットのモチーフは、貴金属素材で作成した大きい頭部４１および胴体部分４
２、腕部分４３、脚部分４４とで構成され、少なくとも頭部４１および胴体部分４２に所
定数のＬＥＤ発光体が配置されている。
すなわち、前記装飾本体２１の前面には所望の色の光を出すＬＥＤ発光体５１が適宜の数
配置してある。ちなみに、本実施例においては頭部４１の左右に２個と、胴体部分４２の
全体に５個が配置されている。
【００１３】
前記装飾本体２１の背面には、図２（ａ）に示すようにＬＥＤ発光体５１の電源用電池６
１を収納する電池ケース６２と、該電池６１とＬＥＤ発光体５１との間に接続した点滅回
路（ＩＣチップ：図示せず）とを取り付けてある。
前記装飾本体２１に内蔵させた電池ケース６２には、腕部分４３の両腕側にそれぞれ配線
が施され、腕部分４３の手の位置にはＬＥＤ発光体５１の点灯スイッチ６３が装飾本体２
１の前面に向けて配置されている。片方の点灯スイッチ６３－１は胴体部分の点灯スイッ
チであり、もう片方の点灯スイッチは頭部の点灯スイッチである。
【００１４】
本考案の特徴の１つは、図２（ｂ）に示すように、前記点灯スイッチ６３のスイッチボタ
ン６４を宝石６５で飾ったことである。
すなわち、前記装飾本体２１のデザインにおいて、その装飾性を損ないやすいスイッチボ
タン６４を装飾本体２１の腕部分４３の先端に配置するとともに、その頭部に宝石６５を
取り付けて装飾性が損なわれることのないようにしたのである。
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この場合に使用される宝石６５としては、所定の色合いを持った宝石、貴石類が望ましく
、ルビーやサファイヤ等が好適に使用できる。もちろん、宝石６５としてはルビーやサフ
ァイヤ等に限られるものではなく、装飾本体２１の素材やモチーフとの相性を勘案して適
宜の色合いを持った宝石、貴石類を使用することができる。
【００１５】
前記ＬＥＤ発光体５１は、図２（ｃ）に示すように装飾本体２１の胴体部分４２を構成す
る楕円形の貴金属板材７１の適所に孔７２を開け、その背後に配置したＬＥＤ発光体５１
からの光が前記孔７２から見えるようにしたものである。
また、前記装飾本体２１の背面のほぼ中央には、図２（ｄ）に示すように電池ケース６２
が取り付けてあり、その中に電源用電池６１を収納して電池用ふた６６で外れないように
してある。
【００１６】
本考案の発光装身具は、前記所定数のＬＥＤ発光体５１が、前記点滅回路の指示にしたが
って適宜のサイクルで順次点灯するように構成してある。
ＬＥＤ発光体５１は、周知の通り、アノードとカソードの各端子にそれぞれ正、負の電圧
を印加し、ｐｎ接合部に順方向のバイアスをかけることにより、エレクトロルミネセンス
効果を利用して発光させる半導体素子であり、ほとんど熱を発生することなく、低電力で
高輝度の発光が得られる。
点灯サイクルの１例を挙げると下記の通りである。
ａ．全点灯
ｂ．点滅（速）
ｃ．点滅（遅）
ｄ．左回り点灯
ｅ．右回り点灯
ｆ．点滅強弱
ｇ．右回り左回り交互
ｈ．消灯
点灯サイクルの別の例を挙げると下記の通りである。
ａ．全点灯
ｂ．点滅（速）
ｃ．点滅（遅）
ｄ．左回り点灯
ｅ．右回り点灯
ｆ．点滅強弱
ｇ．右回り左回り交互
ｈ．消灯
・・・ａ．から繰り返し。
【００１７】
本考案の発光装身具の第２実施例を示す図３および図４においても、発光装身具１１は所
定のモチーフを備えた装飾本体２１と、装飾本体２１の適所に取り付けられた止金具２２
とで構成されている。
この実施例において、止金具２２は装飾本体２１の背面に取り付けられた鉄砲と称する金
具であり、一方の端部に軸着したピン３１と、他方の端部に取り付けた２重の筒状の受金
具３２とを備えている。
【００１８】
前記所定のモチーフを備えた装飾本体２１は人型ロボットのモチーフに形成されており、
かつ人型ロボットのモチーフは、貴金属素材で作成した小さい頭部４１および胴体部分４
２、腕部分４３、脚部分４４とで構成され、少なくとも頭部４１および胴体部分４２に所
定数のＬＥＤ発光体が配置されている。
すなわち、前記装飾本体２１の前面には所望の色の光を出すＬＥＤ発光体５１が適宜の数
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配置してある。ちなみに、本実施例においては頭部４１の中央に１個と、胴体部分４２の
全体に５個が配置されている。
【００１９】
前記装飾本体２１の背面には、図４（ａ）に示すようにＬＥＤ発光体５１の電源用電池６
１を収納する電池ケース６２と、該電池６１とＬＥＤ発光体５１との間に接続した点滅回
路（ＩＣチップ：図示せず）とを取り付けてある。
前記装飾本体２１に内蔵させた電池ケース６２には、腕部分４３の両腕側にそれぞれ配線
が施され、腕部分４３の手の位置にはＬＥＤ発光体５１の点灯スイッチ６３が装飾本体２
１の前面に向けて配置されている。片方の点灯スイッチ６３－１は胴体部分の点灯スイッ
チであり、もう片方の点灯スイッチは頭部の点灯スイッチである。
【００２０】
本考案の特徴の１つは、図４（ｂ）に示すように、前記点灯スイッチ６３のスイッチボタ
ン６４を宝石６５で飾ったことである。
すなわち、前記装飾本体２１のデザインにおいて、その装飾性を損ないやすいスイッチボ
タン６４を装飾本体２１の腕部分４３の先端に配置するとともに、その頭部に宝石６５を
取り付けて装飾性が損なわれることのないようにしたのである。
【００２１】
前記ＬＥＤ発光体５１は、図４（ｃ）に示すように装飾本体２１の胴体部分４２を構成す
る楕円形の貴金属板材７１の適所に孔７２を開け、その背後に配置したＬＥＤ発光体５１
からの光が前記孔７２から見えるようにしたものである。
また、前記装飾本体２１の背面のほぼ中央には、図４（ｄ）に示すように電池ケース６２
が取り付けてあり、その中に電源用電池６１を収納して電池用ふた６６で外れないように
してある。
【００２２】
本考案の発光装身具の第３実施例を示す図５および図６においても、発光装身具１１は所
定のモチーフを備えた装飾本体２１と、装飾本体２１の適所に取り付けられた止金具２２
とで構成されている。
この実施例において、止金具２２は装飾本体２１の背面に取り付けられた鉄砲と称する金
具であり、一方の端部に軸着したピン３１と、他方の端部に取り付けた２重の筒状の受金
具３２とを備えている。
【００２３】
前記所定のモチーフを備えた装飾本体２１は人型ロボットのモチーフに形成されており、
かつ人型ロボットのモチーフは、貴金属素材で作成した小さい頭部４１および胴体部分４
２、腕部分４３、脚部分４４とで構成され、少なくとも頭部４１および胴体部分４２に所
定数のＬＥＤ発光体が配置されている。
すなわち、前記装飾本体２１の前面には所望の色の光を出すＬＥＤ発光体５１が適宜の数
配置してある。ちなみに、本実施例においては頭部４１の中央に１個と、胴体部分４２の
全体に５個が配置されている。
【００２４】
前記装飾本体２１の背面には、図６（ａ）に示すようにＬＥＤ発光体５１の電源用電池６
１を収納する電池ケース６２と、該電池６１とＬＥＤ発光体５１との間に接続した点滅回
路（ＩＣチップ：図示せず）とを取り付けてある。
前記装飾本体２１に内蔵させた電池ケース６２には、腕部分４３の両腕側にそれぞれ配線
が施され、腕部分４３の手の位置にはＬＥＤ発光体５１の点灯スイッチ６３が装飾本体２
１の前面に向けて配置されている。片方の点灯スイッチ６３－１は胴体部分の点灯スイッ
チであり、もう片方の点灯スイッチは頭部の点灯スイッチである。
【００２５】
本考案の特徴の１つは、図６（ｂ）に示すように、前記点灯スイッチ６３のスイッチボタ
ン６４を宝石６５で飾ったことである。
すなわち、前記装飾本体２１のデザインにおいて、その装飾性を損ないやすいスイッチボ



(7) JP 3146849 U 2008.12.4

10

20

30

40

50

タン６４を装飾本体２１の腕部分４３の先端に配置するとともに、その頭部に宝石６５を
取り付けて装飾性が損なわれることのないようにしたのである。
【００２６】
前記ＬＥＤ発光体５１は、図６（ｃ）に示すように装飾本体２１の胴体部分４２を構成す
る楕円形の貴金属板材７１の適所に孔７２を開け、その背後に配置したＬＥＤ発光体５１
からの光が前記孔７２から見えるようにしたものである。
また、前記装飾本体２１の背面のほぼ中央には、図６（ｄ）に示すように電池ケース６２
が取り付けてあり、その中に電源用電池６１を収納して電池用ふた６６で外れないように
してある。
【産業上の利用可能性】
【００２７】
以上のように、本考案の発光装身具は背面に止金具を取り付けたブローチとして好適に利
用することができるが、その他、ネックレス、ブレスレット、ペンダント、イヤリング等
の所定のモチーフを備えた装身具にも適用し、所定のサイクルで点滅する発光装身具とし
て装飾性に富む製品を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本考案に係る発光装身具を人型ロボットのモチーフに適用した第１実施例を示す
正面図である。
【図２】（ａ）は図１の背面図、（ｂ）は点灯スイッチの斜視図、（ｃ）はＬＥＤ発光体
を配置した胴体部分の正面図、（ｄ）は電池ケースの斜視図である。
【図３】本考案に係る発光装身具を人型ロボットのモチーフに適用した第２実施例を示す
正面図である。
【図４】（ａ）は図３の背面図、（ｂ）は点灯スイッチの斜視図、（ｃ）はＬＥＤ発光体
を配置した胴体部分の正面図、（ｄ）は電池ケースの斜視図である。
【図５】本考案に係る発光装身具を人型ロボットのモチーフに適用した第３実施例を示す
正面図である。
【図６】（ａ）は図５の背面図、（ａ）はその背面図、（ｂ）は点灯スイッチの斜視図、
（ｃ）はＬＥＤ発光体を配置した胴体部分の正面図、（ｄ）は電池ケースの斜視図である
。
【符号の説明】
【００２９】
１１　発光装身具
２１　装飾本体
２２　止金具
３１　ピン
３２　受金具
３３　切込み
３４　外筒
４１　頭部
４２　胴体部分
４３　腕部分
４４　脚部分
５１　ＬＥＤ発光体
６１　電源用電池
６２　電池ケース
６３　点灯スイッチ
６３－１，６３－２　点灯スイッチ
６４　スイッチボタン
６５　宝石
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６６　電池用ふた
７１　貴金属板材
７２　孔

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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